
地域医療構想の推進について

（構想区域ごとの対応方針の検討）

資料1-1

今回の協議事項について
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地域医療構想の進捗状況の検証（茨城県全体の病床機能について）

各医療機関の具体的対応方針【資料1-3-1】を確認した結果 （R４.９月時点）

①定量的基準の一種「軽症急性期」の導入により、急性期→回復期への見直しが可能
②非稼働病棟の解消を進めることにより、全体の病床規模縮小及び回復期病床の確保につながる
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（３）国通知等を踏まえた今後の対応について

○調整会議（年度末）における協議の実施
（１）各医療機関における具体的対応方針の検討について【資料1-3-1】

令和4年度末に各医療機関で作成した「各医療機関における具体的対応

方針の検討について」の見直し・修正を行う。

（２） 医療機能の「拠点化・集約化」及び「機能分化・連携強化」に向けた

今後の方向性について【資料1-3-2】

上記（１）「各医療機関における具体的対応方針の検討」の内容を基に

構想区域全体の2025年の医療提供体制の検討する。

（３）非稼働病棟の今後の運用計画の確認について【資料1-4】

非稼働の理由及び当該病棟の今後の運用見通しに関する計画について、

地域医療構想調整会議で説明を求め、協議する。

（４）構想区域ごとの具体的対応方針（案）について【資料1-5】

構想区域ごとに、これまでの取組状況と対応方針を整理する。
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令和5年５月18日厚生労働省開催

R5年度第１回医療政策研修会資料より

R5.3.31付け国通知のポイント
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○ PDCAサイクル等による地域医療構想の推進について

（１）年度目標の設定
① 対応方針【資料1-3-1】の策定率
➡ 引き続き策定率100％を目指す

② 合意した対応方針の実施（率）に係る目標設定
➡ 各構想区域ごとの方針について、【資料1-3-1】・【資料1-3-2】を
基に整理した上で、各調整会議における合意が必要

（２）地域医療構想の進捗状況の検証
○ データの特性だけでは説明できない差異について
➡ データの特性や軽症急性期の導入、非稼働病棟の確認結果を踏ま
えると、説明できないほどの差異は認められない。

➡ 当該差異に係る医療圏ごとの要因の分析・評価等は実施しない

（３）非稼働病棟等への対応
○ 国は（２）に該当する構想区域のみ対応を求める
➡ 本県では、引き続き全ての構想区域において、①、②について対応

① 非稼働病棟等への対応

② 構想区域全体の2025年の医療提供体制の検討

R5.3.31付け国通知のポイント（県医療政策課より）

【資料1-4】

【資料1-3-2】 5


